
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

常陸大宮市 水道事業 ― ―

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

・ ③抜本的な改革の方向性について検討の前段階にあるため

・ ④知見やノウハウ不足により抜本的な改革の検討に至らないため

・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

検討中

年 月 日
実施予定

（病院事業の場合）
診療所への移行

平成

○  
28 3 31

✓
（簡易水道事業の場合）
水道事業又は簡易水道事業と
の統合

取組事項 事業廃止

○

実施済 ○

簡易水道事業を平成２８年３月３１日で廃
止し，平成２９年４月１日に上水道事業へ
統合済。

全部廃止 一部廃止

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

団体名 業種名 事業名 施設名

常陸大宮市 簡易水道事業 ― ―

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

広域化等
民間活用

施設名

常陸大宮市 下水道事業

現行の経営
体制を継続指定管理者

制度
包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

公共下水 ―

抜本的な改革の取組

団体名 業種名 事業名

事業廃止
民営化・
民間譲渡

・ ③抜本的な改革の方向性について検討の前段階にあるため

○

・ ④知見やノウハウ不足により抜本的な改革の検討に至らないため

・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

常陸大宮市 下水道事業 農業集落排水 ―

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

・ ③抜本的な改革の方向性について検討の前段階にあるため

・ ④知見やノウハウ不足により抜本的な改革の検討に至らないため

・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

常陸大宮市 下水道事業 特定地域排水処理 ―

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

・ ③抜本的な改革の方向性について検討の前段階にあるため

・ ④知見やノウハウ不足により抜本的な改革の検討に至らないため

・ ⑤事業の規模が小さく、人員が少ない等の理由から抜本的な改革の検討に至らないため

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（現行の経営体制・手法を継続する理由） （左記で「⑦その他」となっている場合の詳細）

（今後の経営改革の方向性等）

団体名 業種名 事業名 施設名

常陸大宮市 宅地造成事業 その他造成 ―

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

地方独立行政法
人への移行

○

分譲地の除草作業等の維持管理については、業務委託により現体制を維持しつつ、未売却分譲地の早期売却を目指す。

・ ⑦その他

当市において既に宅地造成は完了しており、現在も実施しているの
は、主に未売却分譲地及び公園等の除草などの維持管理となってい
る。維持管理については、業務委託により行っていることから、公営企
業会計への移行は予定していない。

・

・

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況（平成30年3月31日時点）

実施状況

現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


